
NO 事　業　名 事業概要・事業目標 事　業　実　績 事業費（千円） 交付金充当額（千円） 事業期間 効　果　検　証 担当課

1
低所得世帯への追加給付事業【物価
高騰対策支援金】

物価高騰が続く中で住民税非課税への支援を行うこと
で、低所得者の方々の生活を維持する。

令和５年度分の住民税非課税世帯2,634世帯に対して
70,000円を給付及びその事業を行うための事務費

186,864 186,864 R5.9～R6.6

申請があり、要件を満たしている全ての
世帯に70,000円を給付することで、物価
高騰が続く中で、低所得者の生活を維持
することができた。

総務課

2
低所得（均等割）世帯への給付事業
【物価高騰対策給付金】

物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低
所得の方々の生活を維持する。

令和５年度分の住民税均等割のみ課税世帯604世帯に
対して100,000円を給付及びその事業を行うための事
務費

60,634 60,634 R6.1～R7.3

申請があり、要件を満たしている全ての
世帯に100,000円を給付することで、物
価高騰が続く中で、低所得者の生活を維
持することができた。

総務課

3
低所得世帯へのこども加算事業【物価
高騰対策給付金】

物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低
所得の方々の生活を維持する。

・令和５年度住民税非課税世帯へのこども加算金
50,000円×432人
・令和５年度住民税均等割のみ課税世帯へのこども
加算金50,000円×157人
・上記事業を行うための事務費

29,500 29,500 R6.1～R7.3

申請があり、要件を満たしている全ての
世帯に100,000円を給付することで、物
価高騰が続く中で、低所得者の生活を維
持することができた。

総務課

4
低所得世帯への追加給付（推奨）事業
【物価高騰対策給付金】

低所得世帯支援枠事業の対象外となった、課税者に扶養
されている者のみで構成される低所得世帯に対し、町独
自で１世帯あたり70,000円を給付することで、低所得の
方々の生活を維持する。

令和５年度課税者の被扶養者のみで構成されている
84世帯に対し70,000円を給付

5,880 5,880 R6.1～R6.3

低所得支援枠の対象外となった世帯に対
し、町独自で70,000円を給付すること
で、物価高騰が続く中で、低所得者の生
活を維持することができた。

総務課

5
低所得世帯への追加給付（推奨）事業
（事務費等）

こども加算事業の対象外となった、課税者に扶養されて
いる者のみで構成される低所得世帯に対し、町独自でこ
ども１人あたり50,000円を給付することで、低所得の
方々の生活を維持する。

令和５年度課税者の被扶養者のみで構成されている
世帯のこども２人に対し50,000円を給付及び事業No
４.５を行うための事務費

117 100 R6.1～R6.3

こども加算事業の対象外となった世帯に
対し、町独自でこども１人あたり50,000
円を給付することで、物価高騰が続く中
で、低所得者の生活を維持することがで
きた。

総務課

6
共同乾燥施設等電気料金高騰対策支
援金

農産業における物価高騰対策として、町内の共同乾燥施
設や選果場に電気料金の高騰に対する支援を行うこと
で、事業継続の負担軽減を目指す。

共同乾燥施設３箇所、選果場１箇所の電気料金高騰
対策支援金

4,660 4,660 R6.1～R6.3
施設の電気料金高騰に対する支援を行う
ことで、経営に与える影響を軽減するこ
とができた。

農林商工課

合　　計 － － 287,655 287,638 － －

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　令和５年度事業　効果検証結果


